
国外にわたる職業紹介の実績

（※１）金属材料製造、金属加工、金属溶接・溶断を除く。 （※２）建設躯体工事の職業を除く。
（注）技能実習生を対象とした職業紹介は、平成29年11月1日から技能実習法に基づく監理団体が実施する制度に移行し、職業紹介事業者は経過措置的に事業継続。

１．国外にわたる職業紹介の実施状況

（＊１）職業安定法第30条第１項の許可を受けて有料の職業紹介事業を行う者。
（＊２）職業安定法第33条第１項の許可を受けて無料の職業紹介事業を行う者。
（＊３）職業安定法第33条の３第１項の規定による届出をして職業紹介事業を行う者。（例えば、農業協同組合、事業協同組合や商工会議所等）
（注）国外の職業紹介に係る有料・無料の別については平成25年度事業報告以降集計のため、平成24年度については合計値。

２．主な職種（平成28年度就職件数・上位５職種）

（参考）数値は国外から国内、国内から国外への職業紹介実績の合計 （資料出所）厚生労働省「職業紹介事業報告」

有料 無料 特別の法人 有料 無料 特別の法人

1
技能実習生

（11,246件）

技能実習生

（8,076件）

技能実習生

（69,792件）

一般事務の職業

（56,799件）

社会福祉の専門的職業

（6,431件）

技能実習生

（1,230件）

2
教育の職業

（1,879件）

金属材料製造、金属加工、金属

溶接・溶断の職業（138件）

農業の職業

（625件）

看護師

（51,070件）

看護師

（4,765件）

農業の職業

（406件）

3
接客・給仕の職業

（337件）

飲食物調理の職業

（124件）

金属材料製造、金属加工、金属

溶接・溶断の職業（452件）

家政婦（夫）

（50,775件）

介護サービスの職業

（3,056件）

製品製造・加工処理の職業

（※１）（316件）

4
その他の専門的職業

（214件）

建設の職業（※２）

（120件）

製品製造・加工処理の職業

（※１）（409件）

営業の職業

（40,859件）

一般事務の職業

（2,488件）

建設の職業（※２）

（74件）

5
製造技術者

（167件）

建設躯体工事の職業

（86件）

建設躯体工事の職業

（340件）

マネキン

（29,951件）

機械組立の職業

（1,661件）

機械検査の職業

（60件）

国外にわたる職業紹介 （参考）国内の職業紹介事業の実施状況

有料（＊1） 無料（＊2） 特別の法人（＊3） 有料 無料 特別の法人

平成24年度 41,865 449,765 45,178 2,533

平成25年度 10,864 4,993 44,986 618,083 39,657 2,232

平成26年度 12,115 6,104 53,127 518,328 38,563 2,695

平成27年度 16,643 6,909 65,551 557,554 38,247 2,070

平成28年度 14,452 8,660 72,825 595,962 37,923 2,443

（参考）国内の職業紹介事業に係る就職件数（常用就職）（件）国外にわたる職業紹介に係る就職件数（件）

8,535

1

参考



入国管理局HP掲載資料
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第３回外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議（平成30年12月25日）資料 3



法務省作成、意見公募手続資料 4



第３回外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議（平成30年12月25日）資料 5



３ 外国人材の適正・円滑な受入れの促進に向けた取組（一部抜粋）
(1) 悪質な仲介事業者等の排除
【現状認識・課題】

有為な外国人材が安心して我が国を訪れて生活・就労することができるようにするためには、来日しようとする外国人から保証金や違約金
を徴収する等の悪質な仲介事業者（ブローカー）等の介在を防止するための措置を講ずることが必要である。

また、職業紹介事業者が外国人に転職を繰り返させることにより、転職先の雇用主からの謝礼金を繰り返し受け取ることも懸念されること
から、適切な国内対策を進める必要がある。

【具体的施策】
○ 新たな在留資格について、平成31年から外国人材の送出しが想定される日本語試験を実施する９か国（ベトナム、フィリピン、カンボジア、

中国、インドネシア、タイ、ミャンマー、ネパール、モンゴル）との間で、同年３月までに、悪質な仲介事業者の排除を目的とし、情報共有の
枠組みの構築を内容とする二国間取決めのための政府間文書の作成を目指すとともに、同年４月以降の制度の運用状況等を踏まえ、必
要に応じ、政府間文書の内容の見直しを行うほか、上記国以外の国であって送出しが想定されるものとの間で、同様の政府間文書の作
成に向けた交渉を進める。

○ 技能実習及び特定技能以外の在留資格に基づく外国人の受入れについても、既に政府間文書を交わしている国との間では、相手国に
おいて悪質な仲介事業者等に対して厳正な対処がなされるよう、相手国政府への積極的な申入れや平素からの情報交換等を行うほか、
文書を交わしていない国との間では、必要に応じてその作成に努める。

○ 法務省、厚生労働省、警察、文部科学省、外務省及び外国人技能実習機構は、技能実習生、特定技能外国人、留学生等の受入れに
係る外国の悪質な仲介事業者等に関する情報を把握したときは、必要に応じ、当該国の政府に対し、その情報を提供し、当該仲介事業
者等に対し厳正な処分がなされるべきことについて申入れ等を行うとともに、その情報を相互に提供する。
法務省、厚生労働省及び外務省は、国内外の悪質な仲介事業者等に関する情報提供を得たときは、当該仲介事業者等を排除するため、

当該情報を所管法令に基づく調査や査証審査に活用する。また、法務省及び厚生労働省において、技能実習生については関係する監理
団体等に対し、特定技能外国人等については国内にいる当該仲介事業者等又はその関係者に対し、それぞれ、悪質な場合は法令に基
づいて適正に行政処分を行う。さらに、必要に応じ、捜査機関において犯罪捜査を行うなど適切に対処するとともに、これらの取組の状況
等を白書等により定期的に公表する。

○ 法務省においては、技能実習生・特定技能外国人等の入国前に、在留資格認定証明書について厳格な審査を実施し、悪質な仲介事業
者等の関与が認められた場合には当該技能実習生・特定技能外国人等の入国を許可しないなどの措置を講ずる。

○ 職業紹介事業者がその職業紹介により就職した外国人に対して早期の転職を勧奨する等の不適切な行為を防止するため、職業安定
法に基づく指針の周知・啓発を行うとともに、違反が認められた場合には厳正に指導する。

外国人材の受入・共生のための総合的対応策（平成30年12月25日関係閣僚会議決定）
における主な職業紹介事業者関連の記載（抄）
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